
（1）	 	 2012 年 11月 20日

第35号
2012．11．20

発　行	 日 本 歯 科 技 工 士 連 盟
	 東京都新宿区市谷左内町21-5
	 歯 科 技 工 士 会 館 内

発行人	 三 国 　 努

編　集	 日 本 歯 科 技 工 士 連 盟
日技ニュース

　

二
〇
一
二
年
度
第
一
回
評
議

員
会
は
、
議
長
団
の
選
出
か
ら

始
ま
っ
た
。
選
出
方
法
を
議
場

に
諮
っ
た
と
こ
ろ
、
執
行
部
一

任
と
な
り
、
議
長
に
黒
田
文
彦

　

日
本
歯
科
技
工
士
連
盟
（
会
長　

古
橋
博
美
）
は
、
去
る
十
月
八
日
（
月
・
祝
）
正
午
よ
り
歯
科
技
工
士
会
館
（
東
京
・

市
ヶ
谷
）
に
お
い
て
二
〇
一
二
年
度
第
一
回
評
議
員
会
を
開
催
し
た
。
冒
頭
挨
拶
に
立
っ
た
古
橋
会
長
か
ら
は
、
規
約
改
正

に
よ
り
暦
年
決
算
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
通
常
の
会
務
報
告
・
会
計
収
支
決
算
の
承
認
に
加
え
、
平
成
二
十
五
年
一

月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
活
動
方
針
と
予
算
案
を
承
認
い
た
だ
く
評
議
員
会
で
あ
る
旨
の
説
明
が
あ
っ
た
。
そ

の
後
、
議
案
の
審
議
に
入
り
、
第
一
号
議
案
・
平
成
二
十
三
年
度
活
動
一
般
報
告
、
第
二
号
議
案
・
平
成
二
十
三
年
度
会
計

収
支
決
算
の
承
認
を
求
め
る
件
、
第
三
号
議
案
・
平
成
二
十
五
年
度
活
動
方
針
の
承
認
を
求
め
る
件
、
第
四
号
議
案
・
平
成

二
十
五
年
度
予
算
承
認
を
求
め
る
件
、
第
五
号
議
案
・
日
本
歯
科
技
工
士
連
盟
規
約
一
部
改
正
の
件
の
全
五
議
案
が
可
決
承

認
さ
れ
た
。

　

日
本
歯
科
技
工
士
連
盟

二
〇
一
二
年
度
第
一
回
評
議

員
会
開
催
に
当
た
り
、
一
言

ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
評
議
員
会
は
従
前
で
す

と
九
月
に
行
わ
れ
ま
す
。
つ

ま
り
、
前
年
度
の
決
算
報
告

と
活
動
報
告
を
承
認
し
て
い

た
だ
く
と
い
う
役
割
が
あ
り

ま
す
。
今
回
は
、
三
月
の
評

議
員
会
で
お
認
め
頂
き
ま
し

た
規
約
改
正
に
よ
っ
て
暦
年

決
算
を
す
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
の
で
、
平
成

二
十
五
年
の
一
月
一
日
か
ら

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
予

算
と
活
動
方
針
を
御
承
認
い

た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
、
こ

の
二
つ
の
役
割
を
持
っ
た
評

議
員
会
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

加
え
て
、
今
日
は
十
月
八

日
で
あ
り
、
入
れ
歯
の
日
で
、

厚
生
労
働
省
の
後
援
を
受
け

れ
ま
し
た
。
法
律
が
で
き
て

五
十
七
年
に
な
る
わ
け
で
す

け
れ
ど
も
、
五
十
七
年
間
び

く
と
も
し
な
か
っ
た
患
者
名

等
を
指
示
書
に
記
載
す
る
こ

と
を
法
令
上
担
保
す
る
と
い

う
こ
と
で
、
十
二
条
の
改
正

も
公
布
さ
れ
、
官
報
で
公
告

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
皆
さ
ん
の

御
協
力
を
い
た
だ
い
て
、
お

約
束
を
し
た
こ
と
を
役
職
員

一
丸
と
な
っ
て
進
め
て
き
た

結
果
が
今
日
あ
る
と
思
い
ま

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
今

日
は
、
あ
る
意
味
前
段
で
申

し
上
げ
た
特
別
な
役
割
を
持

っ
た
評
議
員
会
で
あ
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
省
令
改

正
を
踏
ま
え
て
、
新
し
い
要

望
、
課
題
を
皆
さ
ん
方
と
一

緒
に
纏
め
て
、
次
の
活
動
を

ど
う
し
て
い
く
か
と
い
う
非

常
に
大
事
な
評
議
員
会
で
も

ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
後
々

の
日
本
歯
科
技
工
士
連
盟
の

歴
史
上
記
録
に
残
る
良
い
評

議
員
会
に
な
り
ま
す
よ
う
、

皆
さ
ん
方
の
御
協
力
を
得
て

議
論
を
し
て
参
り
た
い
と
存

じ
ま
す
。
宜
し
く
お
願
い
致

し
ま
す
。

て
各
種
イ
ベ
ン
ト
を
行
う
と
い

う
こ
と
で
、
タ
イ
ト
な
日
程
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
私
は
、
一
年
半
前
に
、

皆
さ
ん
の
御
支
持
で
、
こ
の
日

本
歯
科
技
工
士
連
盟
の
会
長
と

い
う
役
割
を
担
っ
て
今
日
ま
で

参
り
ま
し
た
。
長
年
堆
積
し
た

多
く
の
課
題
に
つ
い
て
で
き
る

だ
け
ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
結

果
を
出
す
べ
く
努
力
を
続
け
て

ま
い
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
お
話
し
し
て
い
る

よ
う
に
、
昨
年
中
に
四
つ
の
制

度
改
正
を
求
め
る
要
望
書
を
出

し
、
国
か
ら
の
通
知
が
発
出
さ

れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
今
年

に
な
っ
て
か
ら
は
、
母
体
の
ほ

う
の
公
益
移
行
を
い
た
し
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
、
平
成
二
十
四

年
四
月
に
診
療
報
酬
の
改
定
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
も

準
備
を
進
め
な
が
ら
歯
冠
修
復

及
び
欠
損
補
綴
の
二
十
二
項
目

に
つ
い
て
適
正
評
価
に
基
づ
く

改
定
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
十
月
二
日
に
、
資
料

を
つ
け
て
お
り
ま
す
か
ら
後
で

ご
説
明
を
し
た
い
と
思
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
省
令
改
正
が
な
さ

き
議
長
は
、
議
案
の
審
議
に
入

る
旨
を
議
場
に
宣
し
、
第
一
号

議
案･

平
成
二
十
三
年
度
活
動

一
般
報
告
、
第
二
号
議
案
・
平

成
二
十
三
年
度
会
計
収
支
決
算

の
承
認
を
求
め
る
件
が
執
行
部

よ
り
一
括
に
て
上
程
さ
れ
た
。

　

第
一
号
議
案
は
藤
原
俊
彰
副

会
長
よ
り
、
①
社
会
保
険
歯
科

診
療
に
係
る
歯
科
技
工
対
価
が

歯
科
技
工
担
当
者
に
正
当
に
届

く
た
め
の
渉
外
活
動
。
②
歯
科

技
工
士
国
家
試
験
学
説
試
験
の

全
国
統
一
試
験
実
現
に
向
け
て

法
令
整
備
等
の
渉
外
活
動
。
③

適
正
な
教
育
を
実
現
す
る
た
め

の
歯
科
技
工
士
教
育
養
成
機
関

の
教
育
年
限
延
長
に
む
け
て
の

渉
外
活
動
。
④
歯
科
技
工
所
の

構
造
設
備
等
に
関
す
る
基
準
と

指
針
の
省
令
明
記
に
向
け
た
渉

外
活
動
。
⑤
歯
科
技
工
委
託
行

為
の
法
令
記
載
に
よ
る
健
全
な

委
託
・
受
託
を
実
現
す
る
た
め

の
渉
外
活
動
。
⑥
機
関
紙
「
れ

ん
め
い
」
の
発
行
と
情
報
技
術

を
活
用
し
た
広
報
・
宣
伝
事
業

の
継
続
。
⑦
組
織
拡
充
活
動
。

⑧
そ
の
他
。
の
八
項
目
に
わ
た

っ
て
、
活
動
報
告
が
行
わ
れ
た
。

　

第
二
号
議
案
は
、
国
府
田
知

生
副
会
長
よ
り
、
資
料
に
基
づ

き
執
行
内
容
が
報
告
さ
れ
た
。

　

次
い
で
議
長
は
監
査
報
告
を

宅
見
満
監
事
、
重
松
大
三
郎
監

評
議
員
（
富
山
）、
副
議
長
に
秋

山
佳
弘
評
議
員
（
徳
島
）
が
選

出
さ
れ
た
。

　

次
い
で
秋
山
副
議
長
は
、
評

議
員
の
氏
名
点
呼
を
行
い
、
評

議
員
定
数
六
十
名
に
対
し

五
十
六
名
の
出
席
を
確
認
し
（
後

刻
一
名
到
着
を
確
認
）、
議
長
に

報
告
し
た
。

　

こ
れ
を
受
け
議
長
は
、
日
技

連
盟
規
約

に
基
づ
き

開
会
を
議

場
に
宣
言

し
た
。

　

そ
の
後

議
長
は
、

議
事
録
署

名
人
の
選

出
方
法
を

議
場
に
諮

っ
た
。
そ

の
結
果
、

議
長
に
一

任
さ
れ
、

西
野
雅
之

評
議
員

（
茨
城
）、

岩
崎
仁
始

評
議
員

（
福
岡
）

が
指
名
さ

れ
、
両
評

議
員
受
諾

後
古
橋
会

長
の
挨
拶

（
要
旨
別

掲
）
に
移

っ
た
。

　

引
き
続

事
に
求
め
た
。
宅
見
監
事
か
ら

は
、
平
成
二
十
三
年
度
の
会
計

は
正
確
か
つ
適
切
に
処
理
さ
れ

て
お
り
、
会
務
は
適
正
妥
当
に

執
行
さ
れ
た
と
の
監
事
報
告
が

あ
っ
た
。

　

議
長
は
こ
こ
で
、
執
行
部
よ

り
、
質
疑
応
答
に
先
立
ち
報
告

事
項
を
報
告
し
た
い
旨
の
要
請

が
あ
っ
た
こ
と
を
議
場
に
告
げ
、

こ
れ
を
認
め
、
執
行
部
に
報
告

を
求
め
た
。

　

古
橋
会
長
よ
り
、
歯
科
技
工

士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
公
布
及
び
関
連
通
知

の
発
出
に
つ
い
て
、
歯
科
技
工

所
に
お
け
る
歯
科
補
て
つ
物
等

の
作
成
等
及
び
品
質
管
理
指
針

に
関
す
る
通
知
の
発
出
に
つ
い

て
、
歯
科
技
工
士
国
家
試
験
統

一
試
験
実
施
の
た
め
の
法
改
正

の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
、
歯
科

専
門
職
の
資
質
向
上
検
討
委
員

会
の
設
置
に
つ
い
て
、
歯
科
三

団
体
政
策
協
定
書
に
つ
い
て
、

関
係
議
員
へ
の
要
望
内
容
に
つ

い
て
、
日
技
連
盟
活
動
内
容
に

つ
い
て
、
東
日
本
大
震
災
被
災

者
支
援
に
関
す
る
予
算
要
望
に

つ
い
て
、「
二
〇
一
二
年
入
れ
歯

の
日
公
開
講
座
」
の
厚
生
労
働

省
後
援
に
つ
い
て
等
の
報
告
が

な
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
議
長
は
質
疑
応
答
に

入
る
旨
を
議
場
に
告
げ
、
評
議

員
の
挙
手
を
求
め
た
（
質
疑
応

答
要
旨
別
掲
）。

　

活
発
な
質
疑
応
答
の
後
、
議

長
は
採
決
に
入
る
旨
を
議
場
に

告
げ
、
採
決
を
行
っ
た
。
そ
の

結
果
、
第
一
号
議
案
、
第
二
号

議
案
と
も
賛
成
多
数
に
よ
り
承

認
さ
れ
た
。

　

引
き
続
き
議
長
は
、
第
三
号

議
案
・
平
成
二
十
五
年
度
活
動

方
針
の
承
認
を
求
め
る
件
、
第

四
号
議
案
・
平
成
二
十
五
年
度

予
算
承
認
を
求
め
る
件
の
一
括

提
案
を
執
行
部
に
求
め
た
。

　

第
三
号
議
案
は
、
岩
澤
毅
総

務
よ
り
平
成
二
十
五
年
度
の
活

動
方
針
が
、
第
四
号
議
案
は
国

府
田
副
会
長
よ
り
予
算
案
が
そ

れ
ぞ
れ
資
料
に
基
づ
き
議
案
提

案
さ
れ
た
。

　

議
長
は
こ
こ
で
質
疑
応
答
に

入
る
旨
を
議
場
に
告
げ
、
評
議

員
の
挙
手
を
求
め
た
。

　

質
疑
応
答
の
後
、
議
長
は
採

決
に
入
る
旨
を
議
場
に
告
げ
、

採
決
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、

第
三
号
議
案
、
第
四
号
議
案
と

も
賛
成
多
数
に
よ
り
承
認
さ
れ

た
。

　

次
い
で
議
長
は
第
五
号
議
案
・

日
本
歯
科
技
工
士
連
盟
規
約
一

部
改
正
の
件
の
提
案
を
執
行
部

に
求
め
た
。

　

時
見
高
志
理
事
長
よ
り
、
日

本
歯
科
技
工
士
連
盟
の
所
在
呼

称
を
変
更
す
る
旨
の
議
案
で
あ

る
旨
説
明
が
行
わ
れ
た
。

　

議
長
は
質
疑
応
答
に
入
る
旨

を
議
場
に
告
げ
た
が
、
評
議
員

か
ら
質
疑
は
な
く
、
直
ち
に
採

決
が
行
わ
れ
、
第
五
号
議
案
は

賛
成
多
数
で
承
認
さ
れ
た
。

　

次
い
で
議
長
は
協
議
事
項
に

入
る
旨
を
議
場
に
告
げ
、
執
行

部
に
第
二
十
三
回
参
議
院
議
員

通
常
選
挙
へ
の
対
応
に
つ
い
て

提
案
を
求
め
た
。

　

古
橋
会
長
か
ら
、
参
議
院
選

挙
候
補
予
定
者
決
定
を
め
ぐ
る

日
本
歯
科
医
師
連
盟
の
動
向
の

説
明
が
あ
り
、
歯
科
三
団
体
の

政
策
協
定
も
大
詰
め
に
き
て
お

り
、
日
本
歯
科
医
師
連
盟
の
候

補
予
定
者
が
決
ま
り
次
第
、
手

順
を
踏
ん
で
推
薦
す
る
候
補
予

定
者
を
決
め
た
い
旨
の
説
明
が

あ
っ
た
。

　

議
長
は
こ
こ
で
木
下
英
志
評

議
員
の
発
言
を
認
め
、
木
下
評

議
員
（
岡
山
）
か
ら
日
本
歯
科

技
工
学
会
第
三
十
四
回
学
術
大

会
へ
の
参
加
協
力
御
礼
が
あ
り
、

二
〇
一
二
年
度
第
一
回
評
議
員

会
は
閉
会
し
た
。

平成24年度第1回評議員会

執
行
部
提
出
全
五
議
案
を
承
認

二
〇
一
二
年
度
　
第
一
回
評
議
員
会

執
行
部
提
出
全
五
議
案
を
承
認

二
〇
一
二
年
度
　
第
一
回
評
議
員
会
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る
の
か
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、

以
前
の
と
お
り
県
技
連
盟
で
収

受
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
応
分
の

手
数
料
を
い
た
だ
き
た
い
。

●答　

手
数
料
は
当
事
者
負
担
で
あ

り
、
日
技
連
盟
が
手
数
料
を
払

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。

●問　

歯
科
技
工
指
示
書
の
記
載
項

目
が
増
え
た
と
の
こ
と
だ
が
、

そ
れ
を
委
託
の
定
義
と
考
え
て

よ
い
か
。
歯
科
医
師
法
に
歯
科

技
工
指
示
書
の
発
行
す
る
義
務

を
記
載
す
る
だ
け
が
委
託
の
定

義
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る

が
。

●答　

委
託
の
定
義
と
い
う
の
は
、

「
歯
科
医
師
は
、
歯
科
技
工
が

必
要
な
と
き
は
歯
科
技
工
指
示

書
を
発
行
し
、
厚
生
省
令
で
定

め
る
基
準
を
満
た
す
と
こ
ろ
に

委
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
す
る
の
が
一
番
分
か
り
や
す

い
形
で
あ
る
と
考
え
る
。

●問　

我
々
受
託
側
は
ど
の
よ
う
な

点
に
注
意
す
れ
ば
良
い
か
。

●答　

患
者
個
人
名
の
記
載
義
務
が

生
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
完
全

な
個
人
情
報
な
の
で
、
個
人
情

報
保
護
法
の
観
点
か
ら
も
指
示

書
の
取
扱
い
に
十
分
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
第
三
号
・
四
号
議
案
関
係
】

●問　

日
技
連
盟
が
お
世
話
に
な

り
、
今
回
民
主
党
を
離
脱
し
た

衆
議
院
議
員
の
取
扱
い
を
ど
の

よ
う
に
す
れ
ば
良
い
か
。

●答　

こ
の
省
令
改
正
に
い
た
る
ま

で
、
民
主
党
の
歯
科
医
療
議
員

連
盟
の
歯
科
技
工
士
担
当
議
員

で
、
誠
実
に
対
応
し
て
い
た
だ

い
た
。
い
た
だ
い
た
恩
に
対
し

て
は
誠
実
に
対
応
す
る
こ
と
は

当
然
だ
と
考
え
る
。

●問　

活
動
方
針
の
中
に
、
歯
科

技
工
に
必
要
な
費
用
が
、
歯
科

技
工
士
の
手
に
正
当
に
届
く
シ

ス
テ
ム
の
構
築
と
あ
る
が
、
ど

の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
な
の
か
。

●答　

技
術
点
数
を
適
正
評
価
し

て
、
実
態
も
つ
い
て
い
く
よ
う

に
す
る
。
技
術
料
を
上
げ
れ
ば

診
療
報
酬
点
数
も
上
が
る
と
い

う
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
さ

す
。

●問　

医
科
と
歯
科
の
境
界
領
域

等
に
お
け
る
歯
科
技
工
士
の
役

割
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
の

か
。

●答　

具
体
的
に
は
顎
顔
面
補
綴

と
か
そ
う
い
う
部
分
を
ど
う
取

り
込
む
か
と
い
う
こ
と
も
あ

る
。
単
純
な
こ
と
で
は
な
い
の

で
、
国
民
の
理
解
を
得
な
が

ら
、
関
係
法
令
も
整
備
し
な
が

ら
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

【
報
告
事
項
関
係
】

●問　

「
歯
科
技
工
士
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の

施
行
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
の

内
容
が
官
報
と
違
う
と
こ
ろ
が

あ
る
。
通
知
だ
け
一
人
歩
き
す

る
と
誤
解
を
招
く
恐
れ
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。

●答　

官
報
と
通
知
で
は
当
然
官

報
が
優
先
さ
れ
る
。
既
に
発
出

さ
れ
て
い
る
の
で
こ
の
通
知
は

届
く
と
思
う
が
、
官
報
が
正
し

い
も
の
で
あ
る
。

【
第
一
号
・
二
号
議
案
関
係
】

●問　

歯
冠
修
復
及
び
欠
損
補
綴

に
お
け
る
製
作
技
工
・
製
作
管

理
に
関
わ
る
主
な
診
療
報
酬
点

数
表
は
日
本
歯
科
医
師
会
、
日

本
歯
科
医
師
連
盟
の
理
解
を
得

て
作
成
し
て
い
る
の
か
。

●答　

当
然
、
厚
生
労
働
省
や
日

本
歯
科
医
師
会
と
も
協
議
を
進

め
な
が
ら
作
成
し
た
。
可
能
で

あ
れ
ば
日
本
歯
科
医
師
会
と
日

本
歯
科
技
工
士
会
の
連
名
で
発

行
す
る
の
が
一
番
で
、
今
後
も

要
求
し
て
い
き
た
い
。

●問　

教
育
年
限
の
延
長
に
つ
い

て
、
平
成
二
十
三
年
度
は
実
質

ど
の
よ
う
な
協
議
を
行
っ
た
の

か
。

●答　

学
説
試
験
の
統
一
の
話
を

進
め
る
際
、
教
育
年
限
の
延
長

を
持
ち
出
す
と
ど
ち
ら
も
進
展

し
な
く
な
る
。
今
、
教
育
年
限

の
差
に
よ
る
医
療
職
俸
給
表
の

改
正
を
求
め
て
お
り
、
実
技
試

験
の
質
を
担
保
す
る
と
の
要
望

も
出
し
て
い
る
の
で
、
今
後
は

教
育
年
限
の
延
長
の
議
論
に
な

っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

●問　

歯
科
技
工
指
示
書
の
発
行

義
務
、
記
載
義
務
は
歯
科
医
師

が
負
う
の
か
、
歯
科
技
工
士
が

負
う
の
か
。

●答　

来
年
四
月
一
日
か
ら
は
省

令
で
決
ま
っ
た
歯
科
技
工
指
示

書
に
よ
ら
な
い
と
歯
科
技
工
は

で
き
な
い
。
そ
の
記
載
義
務
は

歯
科
医
師
に
あ
る
。

●問　

日
技
連
盟
会
費
の
収
受
業

務
を
ニ
チ
ギ
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー

に
依
頼
し
て
い
る
場
合
、
手
数

料
は
日
技
連
盟
が
負
担
し
て
い

二
〇
一
二
年
度　
　

第
一
回
評
議
員
会

二
〇
一
二
年
度　
　

第
一
回
評
議
員
会


